
4 人世帯（夫婦、子 2
人で、子の1人は16歳
以上23歳未満）

3 人世帯（夫婦、子 1
人で、子は16歳未満）

2人世帯（夫婦のみ）

単身世帯

世　帯　員　数 全額免除 半額免除

【６】

保
険
料
納
付
が
困
難
な

場
合
は
免
除
の
申
請
を

国
民
年
金
は
、
二
十
歳
以
上
六
十

歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る

制
度
で
す
。
保
険
料
を
納
め
続
け
る

こ
と
で
、
年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢

基
礎
年
金
や
万
が
一
の
場
合
の
障
害

基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
長
い
人
生
に
は
思
い
が

け
な
い
病
気
や
失
業
な
ど
で
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
の
た
め

に
、「
保
険
料
免
除
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。

保
険
料
の
免
除
制
度
に
は
、
法
定

免
除
と
申
請
免
除
の
二
種
類
が
あ
り
、

法
定
免
除
は
障
害
基
礎
年
金
を
受
け

て
い
る
人
や
生
活
保
護
法
に
基
づ
く

生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
が

該
当
し
、
申
請
免
除
は
前
年
の
所
得

が
少
な
い
な
ど
経
済
的
な
理
由
で
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
人
が

該
当
し
ま
す
。
ま
た
、
失
業
な
ど
で

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人
も
、
特
例
的

に
免
除
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
免
除
に
は
、
保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る
「
全
額
免
除
」
と
半

額
が
免
除
さ
れ
る
「
半
額
免
除
」
が

あ
り
ま
す
。

申
請
免
除
は
ど
な
た
で
も
承
認
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
家
族
構
成
な
ど

に
よ
り
、
免
除
と
な
る
所
得
（
収
入
）

が
基
準
額
を
下
回
る
場
合
に
承
認
さ

れ
ま
す
（
下
表
参
照
）。

免
除
の
承
認
期
間
は
、
七
月
（
ま

た
は
申
請
月
の
前
月
）
か
ら
翌
年
の

六
月
ま
で
で
す
。

一
年
間
免
除
を
希

望
す
る
人
は
、
七

月
か
八
月
に
申
請

す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
役
場
町
民

課
か
役
場
各
支
所

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
計
算
す

る
場
合
、
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間

と
比
べ
る
と
、
全
額
免
除
の
期
間
は

三
分
の
一
、
半
額
免
除
の
期
間
は
三

分
の
二
に
減
額
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た

め
十
年
以
内
で
あ
れ
ば
免
除
さ
れ
た

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

「
追
納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

制
度
に
よ
り
年
金
額
の
減
額
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
に
つ
い
て
詳
し
く
は
役

場
町
民
課
町
民
係
（
�
八
二
│
三
一

一
一
内
線
一
二
三
）
へ
お
気
軽
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

宮古社会保険事務所では、国民
年金保険料の臨時納付窓口を開設
します。これは、納め忘れなどに
よる保険料の未納期間の長期化を
防止し、大切な受給権を守るため
に開設するもので、窓口では将来
受給する年金額や保険料の免除申
請などの相談にも応じます。どう
ぞご利用ください。
�期日と場所　８月26日…豊間根
生活改善センター　８月27日…
中央コミュニティセンター
�時間　午後２時～７時
�対象者　無年金者を除く保険料
未納者
�問い合わせ　宮古社会保険事務
所（�62－1963）へどうぞ。

※単身世帯以外は、夫、妻どちらかに所得（収入）
のある世帯の場合のめやすです。
※（ ）内の額は収入です。

164万円
（260万円）

285万円
（424万円）

129万円
（210万円）

215万円
（333万円）

94万円
（159万円）

172万円
（271万円）

35万円
（100万円）

85万円
（150万円）

�免除対象となる所得（収入）のめやす

老後の安心を支える国民年金。若いうちから保
険料を納め続け大切な受給権を守りましょう。

国民年金保険料の臨時
納付窓口を開設します


